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ひ
と
口
に
外
国
人
雇
用
と
言
っ

て
も
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

り
ま
す
。
第
1
は
職
種
制
限
な
く

就
労
で
き
る
外
国
人
で
、
「
永
住

者
」「
日
本
人
の
配
偶
者
」「
永
住

者
の
配
偶
者
」
「
定
住
者
」
と
い

う
在
留
資
格
を
持
っ
た
人
で
す
。

第
2
は
、「
技
術
・
人
文
知
識
・

国
際
業
務
」
や
「
研
究
」
な
ど
の

在
留
資
格
で
、
4
年
制
大
学
な
ど

で
学
ん
だ
専
門

知
識
を
生
か
し

た
職
種
に
限
定

し
た
就
労
を
で

き
る
人
で
す
。

第
3
は
、
技

能
実
習
生
。
技
能
実
習
の
目
的
は

「
国
際
協
力
の
推
進
」
に
あ
り
、

「
労
働
力
の
需
給
の
調
整
の
手
段

と
し
て
行
な
わ
れ
て
は
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
就
労

で
き
る
職
種
は
限
ら
れ
て
お
り

（
建
設
業
は
対
象
職
種
で
す
）
、

3
年
な
い
し
5
年
の
期
間
に
限
っ

て
滞
在
で
き
、
そ
の
後
は
本
国
に

帰
り
ま
す
。
技
能
実
習
生
を
雇
用

す
る
た
め
に
は
、
外
国
人
を
受
け

入
れ
て
い
る
監
理
団
体
を
通
し
て

行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
4
は
「
留
学
生
」
「
家
族
滞

在
」
な
ど
の
在
留
資
格
を
持
っ
た

外
国
人
で
す
。
本
来
留
学
生
な
ど

は
就
労
資
格
が
な
い
の
で
す
が
、

入
国
管
理
局
か
ら
資
格
外
活
動
の

許
可
を
受
け
れ
ば
就
労
可
能
で

す
。
そ
れ
で
も
留
学
生
は
週
28
時

間
以
内
と
い
う
限
定
し
た
時
間
し

か
就
労
で
き
ま
せ
ん
。

今
年
の
4
月
か
ら
新
し
い
在
留

制
度
と
し
て
「
特
定
技
能
」
と
い

う
資
格
が
設
け
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
日
本
の
人
手
不

足
の
解
消
を
目
的

と
し
た
制
度
で
、

特
定
技
能
1
号
の

場
合
は
通
算
5
年
ま
で
、
2
号
に

な
る
と
日
本
で
働
く
期
間
の
制
限

は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
定
技
能
の
資

格
を
持
つ
た
め
に
は
、
「
相
当
程

度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す

る
技
能
を
有
す
る
者
」
「
あ
る
程

度
日
常
会
話
が
で
き
、
生
活
に
支

障
が
な
い
程
度
の
（
日
本
語
）
能

力
を
有
す
る
者
」
と
い
う
水
準
が

求
め
ら
れ
、
技
能
と
日
本
語
力
を

試
験
に
よ
っ
て
確
認
し
ま
す
。
こ

れ
か
ら
試
験
日
程
等
が
決
ま
る
の

で
、
実
際
の
就
労
は
1
年
後
2
年

後
で
す
。
特
定
技
能
で
就
労
で
き

る
分
野
も
14
業
種
（
建
設
は
含
ま

れ
ま
す
）
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
定
社
会
保
険
労
務
士

鎌
田

勝
典

鎌田さん

【
本
部
・
根
釜
勝
記
】
2
0
2

0
年
4
月
に
民
法
が
改
正
さ
れ
、

契
約
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
大
幅
に

見
直
さ
れ
ま
す
。
消
費
者
と
の
契

約
は
ど
う
変
わ
る
の
か
、
事
業
者

と
し
て
理
解
と
準
備
を
進
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

改
正
民
法
第
4
1
5
条
《
債
務

不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
》で
は
、

契
約
書
に
て
規
定
し
た
契
約
内
容

を
遵
守
で
き
な
い
と
き
、
契
約
違

反
を
し
た
債
務
者
（
業
者
）
は
債

権
者
（
施
主
）
に
対
し
て
与
え
た

損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
契
約
書
に
書
い
た
こ
と
は

守
る
、
逆
に
で
き
な
い
こ
と
は
書

か
な
い
、
現
場
ご
と
に
免
責
を
決

め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

例
え
ば
、
天
候
不
順
よ
る
工
期

延
長
や
工
期
延
長
を
要
す
る
追
加

工
事
の
発
注
な
ど
、
遅
延
に
対
し

て
請
負
人
が
責
任
を
負
わ
な
い
こ

と
、
工
期
延
長
や
追
加
工
事
に
伴

い
、
請
求
権
が
あ
る
こ
と
な
ど
契

約
約
款
に
明
記
し
て
お
か
な
け
れ

ば
、
請
負
人
が
損
害
を
被
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

改
正
民
法
で
は
今
の
よ
う
な
定

型
書
式
の
契
約
書
で
は
な
く
、
個

々
の
契
約
ご
と
に
守
れ
る
こ
と
は

守
れ
る
と
書
き
、
守
れ
な
い
約
束

は
免
責
事
項
と
契
約
書
に
書
く
、

現
場
ご
と
に
応
じ
て
免
責
事
項
を

記
載
し
て
い
く
工
事
請
負
契
約
書

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

元
・
下
間
の
契
約

に
も
注
意
が
必
要

改
正
民
法
に
お
い
て
元
請
業
者

（
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
・
住
宅
メ
ー
カ

ー
）
は
契
約
書
を
必
ず
改
定
し
ま

す
。
今
ま
で
は
契
約
約
款
の
詳
細

ま
で
目
を
通
さ
ず
に
「
承
認
印
」

を
捺
印
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
改
正
民
法
で
は
元
請

業
者
は
「
免
責
」
と
言
え
る
よ
う

な
工
夫
を
凝
ら
し
た
契
約
書
を
作

成
す
る
は
ず
で
す
、
詳
細
を
確
認

し
、
無
条
件
に
承
認
印
を
押
さ
な

い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
元
請
・
下
請
関
係
で
も

発
注
書
と
請
書
が
必
要
で
す
。
改

正
民
法
で
は
請
書
が
元
請
事
業
者

に
到
達
し
た
こ
と
で
請
負
契
約
が

成
立
と
な
り
ま
す
。

現
在
、
下
請
と
の
請
負
契
約
方

法
と
し
て
、
見
積
書
に
発
注
書
欄

が
つ
い
て
お
り
、
下
請
業
者
が
提

出
し
た
見
積
書
に
元
請
業
者
が
承

諾
し
て
発
注
を
し
た
と
き
に
請
負

契
約
が
締
結
し
た
も
の
と
み
な
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

改
正
民
法
第
5
2
2
条
1
項
は

「
契
約
は
契
約
の
内
容
を
示
し
て
、

そ
の
締
結
を
申
し
入
れ
る
意
思
表

示
に
対
し
て
相
手
方
が
承
諾
を
し

た
と
き
に
成
立
す
る
。
」
と
契
約

の
成
立
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
を

設
け
ま
し
た
。
発
注
書
に
対
し
て

請
書
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
す
。

元
請
業
者

が
下
請
業
者

に
発
注
を
し

よ
う
と
発
注

書
を
送
っ
た

が
、
請
書
が

戻
っ
て
く
る

前
に
「
や
っ

ぱ
り
別
の
業

者
に
発
注
し

よ
う
」
と
発

注
を
撤
回
し

た
場
合
、
現

行
民
法
で

は
、
承
諾
期

間
の
あ
る
契
約
の
申
込
み
と
、
な

い
申
込
み
で
扱
い
が
異
な
っ
て
い

ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
新
民
法
に
お
い

て
は
申
込
者
撤
回
権
を
留
保
す
れ

ば
承
諾
期
間
の
有
無
を
問
わ
ず
発

注
を
撤
回
で
き
る
点
に
あ
り
ま

す
。
お
そ
ら
く
、
元
請
業
者
（
大

手
ゼ
ネ
コ
ン
・
住
宅
メ
ー
カ
ー
）

の
多
く
は
発
注
書
に
撤
回
権
を
留

保
す
る
旨
の
条
項
を
記
載
す
る
は

ず
で
す
。
下
請
業
者
が
現
場
に
入

る
準
備
を
し
て
人
工
や
材
料
を
確

保
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
仕
事
が

こ
な
い
と
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意

が
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
に
民
法
改
正
に
よ
っ

て
、
契
約
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
大

き
く
か
わ
り
ま
す
。組
合
で
は
、6

月
23
日
に
予
定
し
て
い
る
幹
部
学

校
の
税
経
対
分
科
会
で
秋
野
弁
護

士（
匠
法
律
事
務
所
）の
講
演
が
あ

り
、
職
域
対
策
部
で
も
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ａ

Ｃ
Ｏ（
リ
カ
コ
）と
共
催
で
秋
に
学

習
会
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

事
業
者
と
し
て
契
約
に
関
し

て
、
来
年
4
月
ま
で
に
し
っ
か
り

と
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

【
作
業
主
任
者
】

木
造
建
築
物
の
組
立
て
6
月
12
日

〜
13
日
（
水
木
）
池
袋
、
1
万
1

千
円

型
枠
支
保
工
の
組
立
て
6
月
15
日

〜
16
日（
土
日
）足
立
支
部
会
館
、

1
万
1
千
円

有
機
溶
剤
（
塗
料
・
シ
ン
ナ
ー
に

含
有
の
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
や
塗
料

剥
離
剤
の
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
で
も

必
要
に
）
6
月
22
日
〜
23
日
（
土

日
）
府
中
国
立
支
部
会
館
、
1
万

1
千
円

石
綿
（
石
綿
使
用
の
建
築
物
等
の

解
体
・
リ
フ
ォ
ー
ム
作
業
）
7
月

18
日
〜
19
日
（
木
金
）
池
袋
、
1

万
1
千
円

酸
欠
・
硫
化
水
素
（
暗
渠
・
マ
ン

ホ
ー
ル
・
槽
・
ピ
ッ
ト
等
で
の
作

業
）
6
月
25
日
〜
27
日（
火
水
木
）

池
袋
、
1
万
9
千
円

特
定
化
学
物
質
・
四
ア
ル
キ
ル
鉛

等
6
月
10
日
〜
11
日
（
月
火
）
池

袋
、
1
万
1
千
円

【
特
別
教
育
な
ど
】

職
長
・
安
全
衛
生
責
任
者
①
6
月

4
日
〜
5
日
（
火
水
）
池
袋
、
②

6
月
8
日
〜
9
日
（
土
日
）
日
野

支
部
会
館
、
1
万
4
千
円

職
長
・
安
全
衛
生
責
任
者
の
能
力

向
上
教
育
（
お
お
む
ね
5
年
毎
の

再
教
育
）7
月
11
日（
木
）池
袋
、

8
千
円

足
場
作
業
主
任
者
の
能
力
向
上
教

育
（
作
業
主
任
者
修
了
者
へ
の
、

お
お
む
ね
5
年
毎
の
再
教
育
）
6

月
28
日
（
金
）
池
袋
、
8
千
円

低
圧
電
気
6
月
5
日（
水
）池
袋
、

7
5
0
0
円

巻
上
げ
機
6
月
6
日（
木
）池
袋
、

1
万
円
、
低
圧
電
気
と
セ
ッ
ト
割

引
1
万
6
5
0
0
円

石
綿
6
月
18
日
午
後（
火
）池
袋
、

4
2
0
0
円
、
自
由
研
削
砥
石
・

丸
の
こ
・
熱
中
症
と
3
日
間
連
続

セ
ッ
ト
割
引
1
万
7
2
0
0
円

自
由
研
削
砥
石
6
月
19
日
（
水
）

池
袋
、
7
5
0
0
円

丸
の
こ
・
熱
中
症
6
月
20
日（
木
）

7
5
0
0
円
、
丸
の
こ
の
み
4
8

0
0
円
、
熱
中
症
の
み
3
3
0
0

円
、
自
由
研
削
砥
石
と
2
日
間
セ

ッ
ト
割
引
1
万
4
千
円

【
建
設
機
械
】

玉
掛
6
月
14
日
〜
16
日
（
金
土

日
）
足
立
支
部
会
館
、
2
万
1
千

円【
事
業
所
向
け
】

中
堅
者
教
育
（
職
長
教
育
に
加
え

て
、
雇
用
改
善
・
健
康
管
理
・
福

利
厚
生
・
社
会
保
険
な
ど
の
学
習

と
、
作
業
管
理
者
向
け
熱
中
症
教

育
を
実
施
）6
月
4
日
〜
6
日（
火

水
木
）
池
袋
、
1
万
8
千
円

【
建
築
士
講
習
】
（
東
京
土
建
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
）

管
理
建
築
士
講
習
（
建
築
士
事
務

所
で
管
理
建
築
士
と
な
る
予
定
・

将
来
見
込
の
方
）
6
月
18
日（
火
）

池
袋
、
1
万
2
千
円

内
装
・
ボ
ー
ド
（
正
規
）

高
橋
内
装
（
北
支
部
）

☎
0
8
0
―
5
6
9
3
―
5
3
1
2

電
気
工
（
正
規
）

㈱
友
電
気
工
事
（
板
橋
支
部
）

☎
0
9
0
―
2
2
3
1
―
9
1
2
2

外
構
、
エ
ク
ス
テ
リ
ア
工
事
（
正
規
・

短
期
）

㈱
東
海
工
業
（
多
摩
・
稲
城
支
部
）

☎
0
8
0
―
4
8
3
3
―
5
0
6
0

鍛
冶
工
、
鉄
鋼
工
（
正
規
）

㈲
是
枝
工
業
（
多
摩
・
稲
城
支
部
）

☎
0
9
0
―
3
2
4
9
―
3
6
0
7

塗
装
工
（
正
規
）

髙
林
塗
装
（
足
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
4
0
2
3
―
4
9
6
2

内
装
、Ｌ
Ｇ
Ｓ
、ボ
ー
ド（
正
規
・
請
負
）

㈱
Ｍ
’s
建
工
（
足
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
7
6
3
4
―
9
7
2
9

塗
装
（
正
規
）

田
中
建
装
（
三
鷹
武
蔵
野
支
部
）

☎
0
9
0
―
1
6
6
2
―
1
7
7
3

シ
ー
ト
施
工
業
（
正
規
）

㈱
ケ
イ
サ
イ
ド
（
府
中
国
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
3
3
1
3
―
1
4
6
2

建
築
金
物
（
正
規
）

㈱
葛
建
（
足
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
8
1
7
2
―
7
6
5
5

内
装
、
床
（
正
規
）

㈱
陽
翔
イ
ン
テ
リ
ア
（
足
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
4
6
6
8
―
9
2
7
0

と
び
工
（
正
規
・
短
期
・
請
負
）

㈱
一
深
建
設
（
小
平
東
村
山
支
部
）

☎
0
7
0
―
5
3
6
0
―
8
8
9
9

塗
装
（
短
期
）

琉
清
（
足
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
7
2
4
4
―
2
0
9
1

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
設
置
（
請
負
）

㈱
ク
ラ
ス
ア
ク
ト
（
足
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
5
4
1
3
―
4
0
3
1

空
調
設
備
工
、
現
場
監
督
（
正
規
）

㈲
ワ
ー
ク
ス
（
板
橋
支
部
）

☎
3
9
3
0
―
0
3
4
2

土
工
（
正
規
）

志
恩
体
育
施
設
（
中
野
支
部
）

☎
0
9
0
―
1
0
3
7
―
4
2
2
2

造
作
大
工
、
ク
ロ
ス
工
（
請
負
）

㈱
エ
ニ
シ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
品
川

支
部
）

☎
5
7
1
8
―
6
4
0
0

建
築
金
物
取
付
（
正
規
）

豊
四
季
（
江
戸
川
支
部
）

☎
6
7
5
5
―
1
9
6
6

内
装
多
能
工
（
正
規
）

㈱
戸
口
内
装
（
江
戸
川
支
部
）

☎
0
9
0
―
2
2
2
1
―
1
5
8
0

大
工
、
外
構
工
事
、
電
気
工
事（
請
負
）

㈲
伊
藤
工
務
店（
小
金
井
国
分
寺
支
部
）

☎
0
4
2
―
3
2
2
―
0
0
2
1

求

人

請書が戻る前の撤回

改正民法

契
約
ル
ー
ル
の
大
幅
見
直
し

気をつけないと被害甚大

現
場
ご
と
免
責
が
必
要
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「
特
定
技
能
」が
新
制
度
で

外
国
人
雇
用
の
正
し
い
理
解
を

求

人

求

人


